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10
月
１
日
か
ら

福
岡
県
公
費
医
療
費
支
給
制
度

が
変
わ
り
ま
す

☆　

本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
１
医
療
機
関
ご
と
に
か

　

か
る
料
金
で
す
。

☆　

入
院
時
の
食
事
代
・
居
住
費
な
ど
の
本
人
負
担
お
よ
び
医
療

　

保
険
の
適
用
を
受
け
な
い
費
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り

　

本
人
負
担
に
な
り
ま
す
。

☆　

こ
れ
ら
の
制
度
は
各
市
町
村
が
実
施
し
て
い
る
制
度
の
た
め
、

　

他
の
市
町
村
に
よ
っ
て
は
制
度
や
実
施
日
が
異
な
る
こ
と
が
あ

　

り
ま
す
。
ま
た
、
福
岡
県
の
補
助
金
要
綱
に
よ
り
所
得
の
確
認

　

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
問
合
せ
先　

役
場
住
民
課　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１
（
内
線
119
）

　

年
金
か
ら
の
保
険
料
徴
収
（
特
別
徴
収
）
に
つ
い
て

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
申
し
出
に
よ

り
口
座
振
替
へ
変
更
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。　

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
人
で
、
保
険

　

料
（
税
）
を
直
近
２
年
間
、
滞
納
な
く
確
実
に
納
付

　

し
て
い
た
人

・
年
金
収
入
が
１
８
０
万
円
未
満
の
人
で
、
世
帯
主
ま

　

た
は
配
偶
者
の
口
座
か
ら
振
り
替
え
が
で
き
る
人

　

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
人
で
、
保
険
料
の
支
払
い
方
法

の
変
更
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
役
場
住
民
課
で
手
続
き

が
必
要
で
す
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
金
融
機
関
へ
の
届
出
印

・
通
帳

※
支
払
方
法
を
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
と
き
は
、
事
前

　

に
住
民
課
窓
口
に
電
話
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
！

※
支
払
方
法
の
変
更
は
、
役
場
住
民
課
窓
口
に
お
申
し

　

出
く
だ
さ
い
。
手
続
き
後
、
10
月
分
の
年
金
か
ら
の

　

支
払
い
を
中
止
し
ま
す
。
た
だ
し
、
事
務
処
理
の
都

　

合
上
、
10
月
分
の
中
止
手
続
き
に
間
に
合
わ
ず
、
12

　
月
分
以
降
の
年
金
か
ら
の
中
止
と
な
る
こ
と
も
あ
り

　

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

長
寿
医
療
制
度　

 　

  

保
険
料
の

新
た
な
軽
減
措
置
な
ど
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者

医
療
制
度

～
よ
り
一
層
の
子
育
て
支
援
、障
害
者
福
祉
支
援
を
図
る
た
め
に
～

平成 20年９月 30日まで

●対 象 者：母子家庭、父母のない子
　※児童は３歳から 18歳の年度末まで
●本人負担：初診料・往診料の自己負担分相当額
　　　　　　平日時間内：820円　平日時間外：1070 円
　　　　　　休日：1570 円　深夜：2260 円

母子家庭等医療費支給制度

平成20年10月１日から

●対 象 者：母子家庭、父子家庭父子家庭、父母のない子
　※児童は小学校就学後小学校就学後から 18歳の年度末まで
　※３歳以上～小学校就学前の児童は乳幼児医療の申請が必要です。
●本人負担：通院 800円／月（上限）通院 800円／月（上限）
　　　　　　入院 500円／日（月７日限度）入院 500円／日（月７日限度）

ひとり親家庭等医療費支給制度

平成 20年９月 30日まで乳幼児医療費支給制度

平成 20年 10 月１日から

●対 象 者：小学校就学前まで小学校就学前までの児童
●本人負担：３歳未満…無料（入院・通院）
　　　　　　３歳以上…通院 600円／月（上限）通院 600円／月（上限）
　　　　　　　　　　　入院 500円／日（月７日限度）入院 500円／日（月７日限度）

乳幼児医療費支給制度

●対 象 者：通院…５歳未満までの児童
　　　　　　入院…小学校就学前までの児童
●本人負担：３歳未満…無料（入院・通院）
　　　　　　３歳以上…初診料・往診料の自己負担分相当額
　　　　　　平日時間内：680円　平日時間外：940円
　　　　　　休日：1270 円　　　 深夜：1930 円

平成 20年９月 30日まで

●対 象 者：身体障害者（身体障害者手帳１・２級）
　　　　　　知的障害者（ＩＱ 35以下）
　　　　　　重複障害者（身体障害者手帳３級かつＩＱ 50以下）
●本人負担：65歳未満…初診料・往診料の自己負担分相当額
　　　　　　平日時間内：820円　平日時間外：1070 円
　　　　　　休日：1570 円　深夜：2260 円
　　　　　　65歳以上…無料

重度心身障害者医療費支給制度

平成 20年 10 月１日から重度障害者医療費支給制度

●対 象 者：身体障害者（身体障害者手帳１・２級）
　　　　　　知的障害者（ＩＱ 35以下）
　　　　　　重複障害者（身体障害者手帳３級かつＩＱ 50以下）
　　　　　　精神障害者精神障害者　　精神障害者保健福祉手帳１級精神障害者保健福祉手帳１級　
　　　　　　　　　　　　　※精神病床への入院は対象外　 
　※３歳以上～小学校就学前の児童は乳幼児医療の申請が必要です
●本人負担：通院 500円／月（上限）通院 500円／月（上限）
　　　　　　入院〔一　般〕500円／日（月 20日限度）入院〔一　般〕500円／日（月 20日限度）
　　　　　　 〔低所得〕300円／日（月 20日限度）〔低所得〕300円／日（月 20日限度）

（　　　　　  ）

～
乳
幼
児
・
重
度
障
害
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
支
給
制
度
～

　

保
険
料
の
均
等
割
が
７
割
軽
減
と
な
る
人
（
世
帯
の

被
保
険
者
と
世
帯
主
の
合
計
の
総
所
得
金
額
な
ど
が

33
万
円
以
下
）
に
つ
い
て
、
そ
の
軽
減
割
合
を
８
・
５

割
（
年
額
７
５
０
０
円
）
に
拡
大
し
ま
し
た
。

軽
減
後
の
保
険
料
の
均
等
割
額
（
年
額
）

８
・
５
割
軽
減
７
５
０
０
円

７
割
軽
減
１
万
５
２
８
０
円

↑

　

す
で
に
７
月
の
保
険
料
算
定
に
お
い
て
実
施
し
て
い

ま
す
。

所
得
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て

所
得
の
少
な
い
人
に
対
す
る
均
等
割

軽
減
割
合
を
拡
大
し
ま
し
た

保
険
料
の
支
払
い
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

「還付金詐欺」にご注意！

　ＡＴＭを介して払い戻しをすることは
絶対にありませんので、ご注意ください。

　市（区）町村などの職
員を装って電話をかけ、
ＡＴＭ（現金自動預け払
い機）で医療費や年金な
どの払い戻しの手続きを
すると偽り、お金をだま
し取ろうとする詐欺事件
が多発しています。

　

平
成
19
年
中
の
総
所
得
金
額
な
ど
が
91
万
円
以
下
の

人
は
、
所
得
割
額
を
50
％
軽
減
す
る
こ
と
を
現
在
検
討

し
て
い
ま
す
。

※
対
象
例　

公
的
年
金
収
入
の
み
の
場
合
、
年
金
額
が

　

２
１
１
万
円
ま
で
の
人
な
ど

　

今
後
、
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
軽
減
の
対
象

と
な
る
人
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
再
計
算
し
た
保
険
料

額
変
更
決
定
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

※

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
日
の
前
日
に
お
い
て
被

用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
へ
（
国
民
健
康
保

険
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

※
被
用
者
保
険
と
は
、
政
府
管
掌
お
よ
び
組
合
管
掌
健

　

康
保
険
、
船
員
保
険
、
共
済
組
合
を
指
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
人
で
、
９
月
以
前
に
徴
収
が

開
始
さ
れ
て
い
る
人
は
、｢

被
扶
養
者
で
あ
っ
た｣
と
、

確
認
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
役
場
住
民
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

（
７
月
に
お
届
け
し
た
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
も
う

一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

▼
問
合
せ
先　

　

役
場
住
民
課　

☎
９
３
２
・
１
１
５
１

※


